
 
 
 
 
 

令和２年 第６回 
喜茂別町農業委員会総会 議事録 

（令和２年８月３日 開催） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喜茂別町農業委員会  



喜茂別町農業委員会総会議事録 
 
１．開催日時 令和２年 ８月 ３日（月曜日）午後６時３０分 開会 

午後７時００分 閉会 
 
 
２．開催場所 喜茂別町役場 ２階 大会議室 

 
 
３．出 席 者 喜茂別町長 内 村 俊 二 

 
 
４．出席委員（９人：仮議席順） 

        １番 菊 地 光 男 
        ２番 笠 井 孝 一 
        ３番 内 尾 勝 稔 
        ４番 越 後   功 
        ５番 前 田 昌 明 
        ６番 渡 辺 雄 一 
        ７番 辻 野   始 
        ８番 齊 藤 信 一 
        ９番 行 天 雄 也 
 
 
５．欠席委員（０人） 

 
 
６．議事日程 
 第１       仮議席の指定 

   第２       会議録署名委員の指名 
   第３ 選挙第１号 喜茂別町農業委員会会長の互選について 
   第４       会期の決定 
   第５ 選挙第２号 喜茂別町農業委員会会長職務代理者の互選について 
   第６ 指定第１号 議席の指定について 
   第７ 協議第１号 地区担当委員の決定について 
 
 
７．農業委員会事務局職員 
 事務局長  大 元   真 

   係  長  大 迫 尚 樹 
   主  事  平 手 大 貴  



８．会議の概要 
 

・午後６時３０分 開会 

事務局 

 

 

内村町長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行天委員 

 

臨時議長 

 

 

 

 

行天委員 

 

臨時議長 

 

 

 本総会の開会に先立ちまして、本日は任命後初の総会であり、町長が招集しました

ので、内村町長よりご挨拶申し上げます。 

 

【挨拶】 

 

 このあと、町長におかれましては所用のため退席いたします。 

 本総会は、任命後初めての総会となり、会長が選出されるまでの間、農業委員会会

議規則第３条の規定により、出席委員の中で年長委員が臨時の議長となることと定

めておりますので、出席委員の中で年長者でございます菊地委員を臨時議長にご指

名します。よろしくお願いいたします。 

 

ただいまご指名いただきました菊地です。 

会長が選任されるまでの間、臨時に議長の任を行いますのでよろしくお願いいた

します。 

 これより、令和２年第６回喜茂別町農業委員会総会を開会いたします。 

 本日の出席委員は９名中９名であり、農業委員会等に関する法律第２７条第３項

の規定により、総会が成立しておりますことをご報告します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

日程第１、「仮議席の指定」を行います。仮議席は、ただいまご着席の議席を指定

いたします。 

 日程第２、会議録署名委員の指名を行います。農業委員会会議規則第９条の規定に

基づき、臨時議長において前田委員、笠井委員を指名いたします。 

 日程第３、選挙第１号、喜茂別町農業委員会会長の互選についてを議題といたしま

す。農業委員会等に関する法律第５条第２項に会長は、委員が互選した者をもって充

てるとございます。会長の互選について、どのような方法がよろしいかお諮りいたし

ます。 

【挙手あり】 

行天委員。 

 

 指名推薦の方法で、私から指名してよろしいかお諮りいたします。 

 

 ただいま、行天委員より指名推薦との発言がございましたが、これにご異議ござい

ませんか。 

【異議なしの声あり】 

 異議なしと認めます。それでは、行天委員より指名願います。 

 

 会長に、内尾勝稔委員をご指名いたします。 

 

ただいま、会長に内尾委員を指名推薦するとの発言がございましたが、これにご異

議ございませんか。 

【異議なしの声あり】 



 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

（内尾会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行天委員 

 

議長 

 

 

 

 

行天委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

異議なしと認めます。 

よって、会長に内尾勝稔委員が選任されました。 

これで、臨時議長の職務はすべて終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

菊地委員、ありがとうございました。 

農業委員会会議規則第４条により、会長は総会の議長となりますので、内尾会長は

議長席へお着き願います。 

以後の会議の進行は、内尾会長にお願いしますが、合わせて会長就任のご挨拶をい

ただきたくお願いいたします。 

 

【挨拶】 

 引き続き会議を続けます。 

日程第４、会期の決定を議題といたします。本総会の会期は本日１日といたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしました。 

 

日程第５、「選挙第２号 喜茂別町農業委員会会長職務代理者の互選について」を

議題といたします。会長職務代理者の互選については、どのような方法がよろしいか

お諮りいたします。 

【挙手あり】 

 行天委員。 

 

 指名推薦の方法で、私から指名してよろしいかお諮りいたします。 

 

ただいま、行天委員より指名推薦との発言がございましたが、これにご異議ござい

ませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認めます。それでは、行天委員より指名願います。 

 

 会長職務代理者に、前田昌明委員をご指名いたします。 

 

ただいま、会長職務代理者に前田委員を指名推薦するとの発言がございましたが、

これにご異議ございませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認めます。よって会長職務代理者に前田昌明委員が選任されました。 

日程第６、「指定第１号 議席の指定について」を議題といたします。議席は、農

業委員会会議規則第２条の規定により、委員の議席は最初の総会において抽選によ

りこれを定めるとなっております。これより抽選を行いますが、方法など事務局より

説明願います。 

 

指定第１号、議席の指定についてご説明いたします。議案の３枚目、３ページをお

開きください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議席の指定につきましては、現在、仮議席として着席いただいておりますが、裏面

に議席図を添付しておりますが、これより任期中における正式な議席を決定します。 

この中で、９番は会長の議席、１番は会長職務代理者の議席としており、内尾会長

は９番、前田職務代理者は１番となりますので、他の委員におかれましては、２番か

ら８番の間で議席を決めてまいります。議席はクジ棒で決定してまいります。仮議席

の順番でクジを引いていただき、引いた番号が議席となります。 

 それではクジを引いていただきます。 

【仮議席順に抽選】 

 

 抽選の結果について、議席番号を事務局より発表いたします。 

 

 ただいまの抽選の結果について、会長等を含め順に発表いたします。 

１番 前田委員、２番 行天委員、３番 渡辺委員、４番 越後委員、 

５番 笠井委員、６番 菊地委員、７番 齊藤委員、８番 辻野委員、 

９番内尾会長。 

 以上です。 

 

 ただいま事務局が発表したとおり議席を指定します。 

議席が決まりましたので、それぞれ指定された議席に着席願います。 

【着席後】 

 続きまして、日程第７、協議第１号、地区担当委員の決定についてを議題といたし

ます。事務局より説明願います。 

 

協議第１号、地区担当委員の決定についてご説明いたします。 

 議案の４枚目、４ページをお開きください。農業委員会の主たる任務である担い手

への農地等の利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、

農地等の利用の最適化を積極的に推進していくことが何よりも重要とされているこ

とから、各委員を各地区の担当として割り当て、担当地区を中心にこれらの業務を担

っていただくため、地区担当委員を決定するものです。 

 具体的には、次回以降の総会で提案させていただく農業委員の業務の一つであり

ます農地パトロールや、農用地の利用集積業務、また、あっせんの申し出が出された

ときのあっせん委員、農地の証明願いが出された際の現地確認などがあります。地区

担当委員につきまして、事務局で案を作成しましたので配付します。 

 まず、会長におかれましては、原則参与というかたちになりますので、あっせんや

非農地証明の立ち会いなど全ての用務に出席することが原則となっておりますの

で、地区担当委員には当てはめておりません。 

 地区担当委員は責任委員１名、担当委員２名の３名体制を基本としており、各委員

お住まいの地区を基本に調整しております。様々な案件があり、これまでは事務局が

対応しておりましたが、平成２８年の法改正によりまして、原則、案件について、農

業委員が関わることが必須となっております。事務局に直接相談が入る場合、また農

業委員に直接相談が入る場合と、どちらのケースもありますが、相談があれば委員と

事務局が相互に情報共有し一体となって進めていくこととなりますので、よろしく

お願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

また、農地の集積など農業委員活動に関わる様々な取組は、国の最適化推進交付金

の対象となり、国の交付金を活用する場合は、その活動に応じた活動日誌とが必要に

なってきますので、改めてお配りしますが、農業者からの相談や対応などといった農

業委員としての活動については書き留めるようお願いします。 

 いずれにしましても、農業委員におかれましては、担当地区を中心に事務局と一体

となって農地の管理、保全などを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解と

ご協力をお願い申し上げまして、協議第１号の説明とさせていただきます。 

 

ただいま、事務局からの説明が終わりました。すべての委員が地区担当委員を受け持

つ構成となっております。 

質疑等ありましたら発言を求めます。 

【異議なしの声あり】 

これをもって質疑を終わります。 

これより協議第１号を採決いたします。本件については原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認めます。よって協議第１号は原案のとおり決定いたします。 

 

これで、本総会に付されました案件はすべて終了いたしました。 

以上をもちまして、令和２年第６回喜茂別町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

・午後７時００分閉会 

 

 

 

 上記総会議事録は事務局で作成したものではあるが、内容に正確であることを証する。 
 
 
 令和２年第６回喜茂別町農業委員会総会 
 
 
 令和 ２年 ８月 ３日 
 
 

喜茂別町農業委員会                  
 

会   長   内  尾  勝  稔  ○印     

 

会議録署名委員  前  田  昌  明  ○印     

 

会議録署名委員  笠  井  孝  一  ○印     


